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参 考 

③ 仕訳入力に関する内部統制（監基報 315 Ａ148 項） 〔短答：Ｂ  論文：Ｃ〕 
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⹫ഇ⾲♧ࣜ࡟ࢡࢫᑐᛂࡋ㸪全ての監査において識別されることが想定される内部統制࡛ࠋࡿ࠶�

 

④ 統制活動のデザインと業務への適用についての監査証拠を入手するためのリスク評価手続の例 

（監基報 315 Ａ165 項）  〔短答：Ｂ  論文：Ｃ〕 
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⑤ 統制活動のデザインと業務への適用についての監査証拠の評価（監基報 315 Ａ167 項） 〔短答：Ｂ  論文：Ｃ〕 
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㸪内部統制が有効にデザインされていない又は業務に適用されていない場合は，運用評価手続࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ

を実施しても意義がないࠋ 
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     複雑でない企業の統制活動の理解（監基報 315 Ａ144 項～Ａ145 項） 
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オーナー経営者は，直接的な関与を通じて，大規模企業に比べより効果的に監督することが可能な場合があり，限られた職
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